
1

「
ア
メ
リ
カ
独
立
革
命
」
と
日
本
の
関
係

増

山

雄

三

「

ア

メ

リ

カ

独

立

革

命

」

と

い

う

の

は

、

イ

ギ

リ

ス

領

北

ア

メ

リ

カ

の

、

十

三

植

民

地

に

あ

っ

た

民

兵

隊

が

連

合

し

て

、

イ

ギ

リ

ス

軍

と

の

間

で

戦

火

が

交

え

ら

れ

た

が

、

一

七

七

六

年

七

月

、

ト

ー

マ

ス

・

ジ

ェ

フ

ァ

ー

ソ

ン

起

草

の

、

「

独

立

宣

言

」

を

発

せ

ら

れ

て

、

分

離

と

独

立

を

達

成

し

て

、

共

和

制

の

新

国

家

を

作

っ

た

、

と

い

う

革

命

を

指

し

て

い

る

。

そ

れ

で

も

、

宣

言

後

も

戦

い

は

続

い

た

が

、

米

仏

同

盟

締

結

後

に

フ

ラ

ン

ス

海

軍

の

援

助

を

得

て

、

戦

況

を

有

利

に

進

め

、

遂

に

、

一

七

八

三

年

に

、

イ

ギ

リ

ス

軍

と

の

最

後

の

戦

い

に

勝

利

し

、

ア

メ

リ

カ

最

初

の

憲

法

で

あ

る

「

連

合

規

約

」

が

制

定

さ

れ

た

。

そ

れ

で

、

こ

の

革

命

の

期

間

は

、

一

七

六

三

年

の

フ

レ

ン

チ

・

ア

ン

ド

・

イ

ン

デ

ア

ン

戦

争

の

終

結

か

ら

、

一

七

八

三

年

の

パ

リ

平

和

条

約

迄

の

二

十

年

間

を

さ

す

が

、

こ

の

革

命

は

独

立

と

建

国

と

い

う

、

二
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重

の

課

題

を

解

決

し

た

の

で

、

イ

ギ

リ

ス

や

フ

ラ

ン

ス

革

命

に

は

な

い

、

独

自

の

性

格

を

持

っ

て

い

る

。

そ

れ

で

こ

の

革

命

は

、

当

初

は

北

部

の

ニ

ュ

ー

イ

ン

グ

ラ

ン

ド

地

域

が

中

心

と

し

た

、

十

三

植

民

地

だ

け

と

さ

れ

て

い

た

が

、

南

部

に

お

い

て

も

、

独

立

に

向

け

て

の

、

住

民

の

切

な

る

発

展

志

向

が

あ

っ

た

、

と

い

う

見

方

が

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

は

、

欧

州

諸

国

の

動

き

を

含

む

、

「

環

大

西

洋

史

観

」

と

い

う

見

方

で

、

独

立

革

命

そ

の

も

の

に

つ

い

て

見

直

し

を

し

、

合

衆

国

憲

法

に

は

、

民

主

主

義

の

行

き

過

ぎ

を

、

防

ぐ

役

割

が

あ

っ

た

な

ど

と

さ

れ

、

革

命

を

巡

る

内

容

が

、

新

た

な

角

度

か

ら

見

直

さ

れ

て

い

る

、

と

い

う

の

が

当

時

の

現

状

だ

っ

た

。

そ

れ

で

近

年

に

は

、

白

人

男

性

中

心

主

義

か

ら

、

黒

人

や

女

性

そ

れ

に

先

住

民

た

ち

が

、

革

命

で

果

た

し

た

役

割

に

注

目

し

、

そ

の

方

面

か

ら

も

再

評

価

す

る

研

究

も

、

少

し

ず

つ

脚

光

を

浴

び

て

い

る

。

現

在

、

自

他

と

も

に

超

大

国

を

任

じ

る

米

国

は

、

四

年

後

の

二

○

二

六

年

、

独

立

宣

言

か

ら

二

百

五

十

年

の

節

目

を

迎

え

、

英

国

か

ら

の

独

立

を

宣

言

し

た
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当

時

は

、

北

米

大

陸

北

岸

の

、

十

三

植

民

地

で

組

織

す

る

、

集

合

体

に

過

ぎ

な

か

っ

た

。

た

だ

、

同

じ

植

民

地

で

も

、

産

業

構

造

は

多

様

だ

っ

た

と

い

う

が

、

北

部

の

ニ

ュ

ー

イ

ン

グ

ラ

ン

ド

地

方

は

、

独

立

自

営

農

民

多

い

反

面

、

南

部

は

国

人

奴

隷

を

使

役

す

る

、

大

規

模

農

園

で

あ

る

、

い

わ

ゆ

る

プ

ラ

ン

テ

ー

シ

が

中

心

だ

っ

た

。

そ

れ

で

、

独

立

戦

争

の

植

民

地

軍

の

司

令

官

で

、

後

に

初

代

大

統

領

に

な

る

、

ジ

ョ

ー

ジ

・

ワ

シ

ン

ト

ン

（

一

七

三

二

~

九

九

）

も

、

南

部

バ

ー

ジ

ニ

ア

の

植

民

地

に

あ

っ

た

、

大

規

模

農

場

主

で

、

黒

人

奴

隷

を

多

数

に

わ

た

り

使

役

し

て

い

た

。

米

国

の

独

立

革

命

は

、

北

部

が

英

国

に

対

し

て

、

権

利

や

自

由

を

求

め

た

《

ニ

ュ

ー

イ

ン

グ

ラ

ン

ド

中

心

史

観

>

が

、

こ

れ

ま

で

の

大

勢

だ

っ

た

が

、

一

九

八

○

年

代

以

降

、

南

部

に

お

い

て

も

、

独

立

の

契

機

と

な

る

社

会

を

志

向

し

た

社

会

だ

っ

た

、

と

い

う

見

方

が

強

ま

っ

て

き

て

い

る

。

そ

の

背

景

と

し

て

、

十

三

植

民

地

で

は

十

七

世

紀

以

降

の

欧

州

か

ら

の

植

民

を

通

し

て

、

独

自

の

ア

メ
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リ

カ

意

識

が

醸

成

さ

れ

、

特

に

独

立

以

降

は

、

生

活

様

式

や

思

想

活

動

に

お

い

て

も

一

体

感

が

生

ま

れ

た

と

、

関

係

者

は

解

説

し

て

い

る

。

近

年

は

、

米

国

の

一

国

史

に

留

ま

ら

ず

、

先

述

の

「

鐶

大

西

洋

史

観

」

と

呼

ば

れ

る

見

方

に

変

り

、

独

立

宣

言

も

対

植

民

地

住

民

よ

り

も

、

対

欧

州

諸

国

を

意

識

し

て

発

せ

ら

れ

た

、

と

い

う

見

方

が

主

流

だ

。

一

七

八

七

年

の

合

衆

国

憲

法

も

、

従

来

は

理

想

主

義

的

面

が

強

調

さ

れ

て

き

た

が

、

研

究

者

は

、

米

国

で

民

主

主

義

が

作

ら

れ

た

と

い

う

の

は

神

話

に

過

ぎ

ず

、

憲

法

に

三

権

分

立

を

取

り

入

れ

る

と

い

う

面

を

だ

け

見

て

も

、

人

民

の

民

主

主

義

の

行

き

過

ぎ

を

否

定

し

て

、

権

力

を

相

互

に

牽

制

す

る

仕

組

み

を

作

っ

た

、

と

見

る

の

が

適

当

だ

と

い

う

。

そ

れ

で

、

米

国

の

独

立

史

は

、

植

民

地

に

お

け

る

英

国

の

強

圧

に

対

し

て

、

人

民

が

自

由

と

権

利

を

求

め

て

立

ち

上

が

っ

た

、

と

い

う

主

軸

は

変

ら

な

い

も

の

の

、

そ

の

過

程

に

お

い

て

新

た

な

光

が

、

様

々

に

当

る

よ

う

に

な

っ

て

き

た

の

で

あ

る

。

そ

の

一

つ

に

、

マ

イ

ノ

リ

テ

ィ

ー

へ

の

見

方

へ

の
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変

化

が

あ

り

、

そ

れ

は

、

こ

れ

ま

で

顧

み

ら

れ

な

か

っ

た

黒

人

や

女

性

が

、

独

立

戦

争

で

果

た

し

た

役

割

を

さ

す

が

、

中

に

は

、

奴

隷

を

脱

し

た

自

由

黒

人

た

ち

も

、

数

多

く

参

戦

す

る

姿

も

見

ら

れ

た

。

そ

の

背

景

に

は

、

そ

れ

に

先

立

つ

開

戦

時

の

議

会

で

は

、

黒

人

が

植

民

地

の

た

め

に

、

果

し

て

戦

う

か

ど

う

か

議

論

さ

れ

た

が

、

戦

争

が

続

い

て

兵

力

が

足

り

な

く

な

る

と

、

自

由

黒

人

も

動

員

せ

ざ

る

を

え

な

く

な

っ

た

と

、

当

時

の

実

情

が

明

か

さ

れ

て

い

る

。

そ

れ

で

、

白

人

と

黒

人

は

、

当

初

は

共

に

戦

っ

た

が

、

や

が

て

人

種

別

の

部

隊

が

編

成

さ

れ

、

開

戦

当

時

は

十

三

植

民

地

全

て

に

奴

隷

制

が

あ

っ

た

が

、

北

部

で

は

、

開

戦

で

奴

隷

貿

易

や

奴

隷

制

の

廃

止

に

繋

が

る

な

ど

、

マ

イ

ノ

リ

テ

ィ

ー

の

解

放

に

果

た

し

た

役

割

も

大

き

か

っ

た

が

、

南

部

は

依

然

と

し

て

奴

隷

制

が

続

い

て

、

そ

の

廃

止

は

、

南

北

戦

争

ま

で

待

た

ね

ば

な

ら

な

か

っ

た

の

で

あ

る

。

ま

た

一

方

で

は

、

女

性

で

大

活

躍

し

た

人

物

も

い

た

が

、

そ

れ

は

、

詩

人

で

作

家

で

も

あ

り

、

歴

史

家

と

し

て

も

活

躍

し

て

い

た

、

マ

ー

シ

ー

・

オ

ブ

ラ

イ
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エ

ン

（

一

七

二

八

～

一

八

一

四

）

で

、

憲

法

制

定

の

翌

年

に

は

、

「

新

憲

法

へ

の

所

見

」

を

刊

行

し

た

。

彼

女

は

そ

の

中

で

、

強

力

な

中

央

集

権

体

制

へ

の

反

対

を

表

明

し

た

ほ

か

、

独

立

当

初

か

ら

米

国

史

を

書

き

始

め

、

一

八

○

五

年

に

「

米

国

革

命

の

勃

興

，

進

行

、

終

結

の

歴

史

」

を

出

版

し

た

が

、

こ

の

本

と

い

う

の

は

、

米

国

で

女

性

が

初

め

て

出

版

し

た

、

ノ

ン

フ

ィ

ク

シ

ョ

ン

と

し

て

知

ら

れ

る

。

そ

の

ほ

か

、

革

命

の

た

め

の

募

金

活

動

を

行

な

っ

た

女

性

や

、

軍

隊

に

同

行

し

て

、

後

方

支

援

を

行

な

っ

た

女

性

な

ど

に

つ

い

て

も

、

近

年

は

研

究

が

進

ん

で

い

て

、

ネ

イ

テ

ィ

ブ

・

ア

メ

リ

カ

ン

も

含

め

、

独

立

期

の

少

数

派

た

ち

の

研

究

は

、

今

後

、

よ

り

一

層

盛

ん

に

な

っ

て

行

く

、

と

見

ら

れ

て

い

る

。

と

こ

ろ

で

、

幕

末

の

ペ

リ

ー

来

航

で

開

国

へ

と

舵

を

切

っ

た

日

本

は

、

革

命

の

歴

史

を

中

国

の

書

物

で

知

り

、

福

沢

諭

吉

は

「

西

洋

事

情

」

を

顕

し

て

、

ア

メ

リ

カ

の

独

立

宣

言

の

中

身

を

伝

え

た

。

そ

れ

で

、

福

沢

の

「

学

問

の

す

ヽ

め

」

の

冒

頭

に

「

天

は

人

の

上

に

人

を

造

ら

ず

人

の

下

に

人

を

造

ら
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ず

」

の

名

言

に

、

独

立

宣

言

の

影

響

が

あ

る

と

、

米

国

史

に

詳

し

い

学

者

は

い

う

が

、

米

国

独

立

革

命

に

お

け

る

「

独

立

宣

言

」

や

「

合

衆

国

憲

法

」

は

、

そ

れ

ら

を

通

じ

て

、

日

本

に

大

き

な

影

響

を

与

え

た

。

ま

た

、

太

平

洋

戦

争

後

の

「

Ｇ

Ｈ

ｑ

（

連

合

国

軍

総

司

令

部

）
」

に

よ

る

、

日

本

国

憲

法

の

草

案

は

、

全

て

が

英

語

表

記

だ

っ

た

事

が

よ

く

知

ら

れ

て

い

る

が

、

こ

れ

に

は

、

ア

メ

リ

カ

の

独

立

宣

言

や

合

衆

国

憲

法

な

ど

に

あ

る

、

エ

ッ

セ

ン

ス

が

多

く

取

り

入

れ

ら

れ

て

い

る

、

と

い

う

も

の

に

な

っ

て

い

る

の

は

、

敗

戦

国

と

し

て

は

止

む

を

え

な

い

所

だ

。
。

そ

れ

で

、

初

期

米

国

史

に

詳

し

い

明

治

大

学

の

鰐

淵

教

授

は

、

「

幕

末

に

戦

後

と

、

日

本

の

歴

史

上

の

重

大

な

局

面

で

、

米

国

独

立

革

命

の

影

響

は

、

一

般

の

日

本

人

が

考

え

て

い

る

以

上

に

大

き

い

。

現

在

の

日

本

国

憲

法

や

、

政

治

体

制

に

ま

で

影

響

が

及

ん

で

い

る

事

を

、

よ

く

知

っ

て

い

る

人

は

少

な

い

」

と

鰐

淵

さ

ん

は

推

測

し

て

い

る

が

、

そ

れ

に

つ

い

て

、

日

本

人

は

も

っ

と

学

ぶ

べ

き

だ

と

話

し

て

い

る

。

令

和

四

年

八

月


